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１．はじめに

特許法の平成 26 年改正により，平成 27 年 4 月 1 日

に新たな特許異議申立制度が施行された。特許異議申

立制度については，平成 15 年の法改正で廃止されて

以来，リニューアルして復活することとなったが，特

許庁のホームページによれば，施行日から平成 28 年 3

月 8 日までの約 11ヶ月の間に 608 件もの申立てが

あったとのことである(1)。

ここで，上記のように特許異議申立制度が廃止され

ることによって一本化された特許無効審判の直近（平

成 26 年）における年間請求件数が 215 件であった(2)

ことに鑑みれば，その 3倍に迫る数の特許異議申立て

がなされつつあることになるため，復活した特許異議

申立制度は，制度利用者（ユーザー）に肯定的な評価

がなされつつあるように見受けられる。

そこで，このような特許異議申立制度について今一

度検討してみると，ダミー（替え玉）による特許異議

申立てという実務的問題が残存するように思われる。

以下において，まずは復活した特許異議申立制度の

趣旨等を確認した上で，本問題がいかなるものである

かを整理し，その解消策について提言してみたい。

２．復活した特許異議申立制度について

本制度は特許法第五章に規定されているが，その趣

旨は，「当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的と

するものではなく，特許庁自ら特許処分の適否を審理

し，瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより，特

許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成す

ることを主眼とした」ものとされている(3)。

そして，本制度における申立人適格については，特

許法第 113 条柱書に規定されているように，「特許の

見直しの契機を広く求めるため，「何人も」申立てがで

きる」こととされている(3)。

なお，特許異議申立てに関する書面は，特許法第
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186 条第 1 項により原則として誰でも閲覧等が可能と

されている。

３．ダミーによる特許異議申立てについて

上記のように，特許異議申立制度は特許の見直しと

いう公益を図ることを目的としたものであるため，特

許権者との間における利害関係の有無によらず何人も

申立てが可能とされている。

このため，実務においては，実質的に利害関係を有

する者が，利害関係を持たない者に自己に代わって特

許異議の申立て手続をしてもらうというダミーによる

異議申立てが少なからずなされているものと推察され

る。

その理由としては，平成 15 年に廃止された旧特許

異議申立制度施行当時に開催された産業構造審議会知

的財産政策部会の委員会において，参加委員から，「実

務レベルでいきますと，このダミーというのは頻繁に

行われておりまして，･･･現場の声としてはかなり頻繁

に行われています。」との発言や，特許庁サイドから

も，「別の人の名前で異議の申し立てをするという

ケースが非常に多いというように聞いています。」と

の発言がなされている(4)と共に，新旧特許異議申立制

度間において，このような状況を変え得る特段の差異

はないと考えられるからである。

なお，上記委員会で配布された資料(5)には，「異議申

立て･･･人の傾向は，･･･約 55％が個人名での申立てで

あり，･･･（1996 年〜2000 年平均）。」との記載もあり，

当時は実に半数以上の特許異議申立てが個人名でなさ

れていたという状況が見て取れる。

ここで，ダミーによる特許異議申立て自体は，上記

のように特許法第 113 条柱書に規定されている「何人

も」の文言に違反するものではなく適法なものと言え

るが，実務上においては，ユーザー等にとってメリッ

トだけではなくデメリットも生じさせていると思われ

る。このデメリットこそ，本稿がテーマとする実務的

問題であるが，次項において，このデメリットを上記

メリットと共に整理してみたい。

４．ダミーによる特許異議申立てのメリットとデ

メリット

（１） メリットについて

上記産業構造審議会知的財産政策部会の委員会で数

名から発言がなされており(6)，また上記資料において

も指摘されているように(7)，例えば，二当事者がセッ

ト品メーカーと部品メーカーといった取引関係や，親

会社と子会社の関係，あるいはライセンスの許諾と被

許諾の関係にあると仮定する。このとき，部品メー

カーが自己の顧客であるセット品メーカーの特許に対

して異議申立てをしたい場合や，子会社が親会社の特

許に対して異議申立てをしたい場合，あるいはライセ

ンシーがライセンサーの特許に異議申立てをしたい場

合を想定してみると，自己の名で異議申立てをしたく

ないと考えるのは自然のことと思われる。

なぜなら，上記の取引関係等はあくまでビジネス上

の関係であるところ，一般的にビジネスでは継続性が

重要な要素となるからである。すなわち，特許異議申

立てをした場合に必ずしも特許を取り消すことができ

るとは限らない一方で，一旦異議申立てをすることに

より利害関係を顕在化させてしまうと，現在及び将来

において良好なビジネス関係を有することが難しくな

るためである。

従って，上記のような場合には，部品メーカーや子

会社，あるいはライセンシーにとって，ダミーにより

特許異議申立てをすることは，利害関係を顕在化させ

ることなく特許を取り消す機会を得るというメリット

を享受するための手段ということになる。

なお，一度成立した特許を消滅させるという意味で

は共通する特許無効審判制度においては，本特許異議

申立制度の復活に際して特許法第 123 条第 2項が改正

され，利害関係人に限り請求することができるように

なったため，上記のようなダミーにより手続をとるこ

とはできない。このことは，ダミーによる特許異議申

立てのメリットを再認識させるものと思われる。

（２） デメリット（実務的問題）について

上記復活した特許異議申立制度は，平成 25 年 2 月

にまとめられた産業構造審議会知的財産政策部会特許

制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及

びユーザーの利便性向上に向けて」において示された

考え方に沿って導入された(8)。そこで本報告書を見て

みると，以下のような考えが示されている。付与後レ

ビュー制度（上記復活した特許異議申立制度に相当）

においては「申立人の手続への関与の改善」が必要で

あり，「申立人が希望する場合であって，特許権者によ

り特許の訂正がなされた場合に，申立人が意見を提出

できるようにすることが適切である。これにより，無
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効審判よりも迅速簡便な制度としつつ，申立人によ

る，より主体的な参加を促す効果が期待できる。」。

なお，この考えは，平成 26 年法改正により特許法第

120 条の 5 第 5 項に具体的制度として反映されてい

る。

ここで，ダミーによる特許異議申立てについて考え

てみると，特許庁に対して申立人（申立人の代理人に

よる場合も含む。以下同じ。）自身が直接手続を行う

のではなく，申立人に代わる他者が手続を行うため，

必然的に上記の意見提出を含めた特許庁とのやりとり

は全て当該他者を介して行われることになる。

しかし，このような他者を介する手続は，申立人に

とっては自己がすべき手続を当該他者に依頼する必要

があるのみならず，その結果として，自分自身が対応

に費やせる時間が当該他者を介する分だけ短くなって

しまうという実務的問題を生じさせる。

一方，特許庁にとってもこのような手続は歓迎でき

ないと思われる。というのも，上記の特許庁ホーム

ページ内(1)には，「特許異議申立書等の不備について

は，特許庁から，確認，相談させていただくことがあ

ります。連絡が取れるよう，電話番号の記載をお願い

いたします。」と記載されているが，申立人がダミーで

ある場合には，電話で問い合わせをしてもスムーズな

対応を期待することは難しいと思われるからである。

また，特許庁審判部により作成された『特許異議申

立制度の実務の手引き』によれば(9)，「取消理由の検討

にあたり，特許異議申立書の記載について，合議体が

技術説明を求める必要があると判断したときに限り，

特許異議申立人との間で面接が行われることがある。」

とされているが，申立人がダミーである場合には，必

ずしも合議体が満足するレベルの面接をスムーズに行

うことはできないと考えられる。

以上のようなことから，ダミーによる特許異議申立

ては，上記特許制度小委員会報告書に謳われている

「無効審判よりも迅速簡便な制度」の実現に支障をき

たすものであり，期待された，「申立人による，より主

体的な参加を促す効果」に水を差すものであるという

意味で，実務的問題を生じさせるものと考えられる。

そこで，あくまで上記メリットを損なうことなく上

記のようなデメリットを解消する方策が望まれること

になる。

５．上記デメリットの解消策について

（１） 一つの試案

上記のように，現行法では，特許異議申立てに関す

る書面は特許法第 186 条第 1項により原則として誰で

も閲覧等が可能とされているのであるが，申立人を特

定する情報については非公開とする制度（以下「申立

人非公開制度」という。）を採用してみるのはどうだろ

うか。

なお，このような制度は，異議の申し立て先である

特許庁長官（特許法第 113 条柱書）へは申立人を特定

する情報を提供させる一方で，他者へは公開しないも

のであるため，インカメラ制度（特許法第 105 条第 2

項参照）に類似するものと言って良いのかもしれな

い。

この申立人非公開制度によれば，ユーザーは自己が

異議を申し立てた事実を秘匿できることから，上記 4．

（1）のメリットを担保できると共に，申し立てに際し

てわざわざダミーを使う必要もなくなることになる。

一方で特許庁も，必要に応じて申立人本人へ直接コン

タクトできるため，スムーズな対応を期待できること

になる。

以下においては，申立人非公開制度について，復活

した特許異議申立制度の趣旨と整合するものであるか

否かを確認した上で，特許権者や第三者の立場からも

その妥当性について検討してみたい。

（２） 特許異議申立制度の趣旨との整合性

上記 2．で述べたように，復活した特許異議申立制

度の趣旨は，「特許庁自ら特許処分の適否を審理し，瑕

疵ある場合にはその是正を図ることにより，特許に対

する信頼を高めるという公益的な目的を達成するこ

と」である。

ここで申立人非公開制度について考えてみると，申

立人が誰であるかは非公開とされるものの，異議を申

し立てることにより特許庁に対して特許処分を見直す

契機を生じさせる機能を有することは言うまでもな

い。

また，特許異議申立制度は，本来的に，「当事者間の

具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく，」

上記のように，「公益的な目的を達成することを主眼

とした」ものであるから(3)，申立人が非公開とされ当

該特許権者にも知られないこと自体は，特許異議申立

制度の趣旨に違背するものではないと思われる。
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従って，申立人非公開制度は，復活した特許異議申

立制度の趣旨と整合するものであると考えられる。

（３） 濫用防止の観点

申立人非公開制度は，ユーザーにとって上記のよう

にダミーを使わなくて済むという点でより使い勝手の

良い制度になると考えられるため，特許権者にとって

はユーザーの濫用による対応負担の増大が懸念されよ

う。

なお，上記特許制度小委員会報告書には，この点に

ついて，「付与後レビューの制度の･･･利用者にとって

使い易いものとする必要がある。一方，付与後レ

ビュー制度の濫用を防ぐとともに，特許権者の対応負

担を軽減することも必要である。特許権者と，付与後

レビュー制度を利用する者とのバランスを考慮」する

ことが適切であるとの考えが示されている(10)。

ここで，仮に匿名での異議申立てを認める制度であ

れば，ユーザーに濫用される恐れもあると思われる

が，申立人特定情報を明記した申立書の提出を要請す

る申立人非公開制度においては，かかる恐れは少ない

と思われる。

なぜなら，特許庁との関係では申立人が把握される

ことになるため，必要に応じて行政官庁たる特許庁が

本制度のユーザーである申立人をコントロールするこ

とができると考えられるからである。

従って，申立人非公開制度は，必ずしも特許権者の

対応負担を増大させるものとは言えず，上記特許制度

小委員会報告書に謳われている「バランス」を崩すも

のではないと思われる。

（４） 特許法第 186 条との関係

第三者との関係では，特許法第 186 条につき検討し

ておく必要があろう。

上記 2．で述べたように，現行制度においては，特

許異議申立てに関する書面は特許法第 186 条第 1項に

より誰でも閲覧等が可能とされているが，申立人非公

開制度により申立人特定情報が秘匿されることになれ

ば，上記閲覧等により第三者が取得できる情報が制限

されることになるためである。

特許法第 186 条ただし書きには，特許庁長官が秘密

を保持する必要があると認めたときに閲覧等を認めな

いこととし得る書類が限定列挙されているが，その第

3号には，特許無効審判等に係る書類であって当事者

等から自己が保有する営業秘密が記載された旨の申出

があったもの，が挙げられている。

この第 3号（正確には本号の前身）は平成 10 年法改

正により追加されたものであるが，本改正の趣旨を確

認すると，「発明の内容に直接関連しない書類の中に，

公にされることにより企業の利益又は個人の利益と

いった保護すべき利益を損なうおそれがある書類が存

在するため，その取扱いを明確化する必要がある」た

めであると説明されている(11)。

そうであれば，特許異議申立人を特定する情報につ

いても，上記 4．（1）で述べたことから分かるように，

それ自体が，公にされることにより申立人の利益を損

なうおそれがある営業秘密とも考えられるため，上記

第 3号と同様に扱っても良いと思われる。

なお，上記第 3号において，特許無効審判等の当事

者系審判に係る書類に限定している理由は，当事者系

審判では冒認や共同出願違反を立証する営業秘密が提

出される可能性があるために過ぎず(12)，申出があった

ものに限定している理由は，営業秘密であるかどうか

を第一によく認識しているのは書類の提出者であるた

めに過ぎない(13)ことから，これらの限定は上記の検討

に影響を与えるものではない。

以上のことから，申立人非公開制度は，第三者との

関係においても妥当なものと考えられる。

６．おわりに

ダミーによる特許異議申立ては，上記のように，

ユーザーにとっては実務上不便を強いているものと思

われる。従って，ダミーを使わなくても済むような，

より使い勝手のよい特許異議申立制度が望まれる。

ここで，ユーザーにとって使い勝手が良い制度とい

うのは必然的に特許権者にとっては厳しい制度になろ

うが，特許成立後の早い段階で厳しい公衆審査を受け

ることにより，その後 20 年程度に及ぶ長期間に渡っ

て一層安定した権利を保持できると考えれば，特許権

者にとっても利点のあるものといえよう。

また，より厳しい公衆審査を経て成立する特許は，

その信頼性が高まるため，ビジネスにおいて一層尊重

されることになると思われる。

本稿が，ダミーによる特許異議申立てを解消させる

新たな制度を誕生させる一つの契機となるようなこと

があれば，筆者にとって望外の喜びである。
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